
第
だい

４期
き

愛知県
あいちけん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

と第
だい

６期
き

障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

を一体化
いったいか

した新
しん

プランの策定
さくてい

について

【概要
がいよう

】 

<意見
いけん

をいただく理由
りゆう

> 

・ 愛知県
あいちけん

では、障害
しょうがい

のある人
ひと

が安心
あんしん

して暮
く

らせるよう、障害
しょうがい

福祉
ふくし

に関
かん

する総合的
そうごうてき

な

計画
けいかく

として、2021（令和
れいわ

３）年
ねん

３月
がつ

に第
だい

４期
き

愛知県
あいちけん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

と第
だい

６期
き

障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

(第
だい

２期
き

障害児
しょうがいじ

福祉
ふくし

計画
けいかく

)を一体化
いったいか

した新
しん

プランを策定
さくてい

する予定
よてい

です。 

・ 計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたって、まずは、県
けん

（事務局
じむきょく

）から委員
いいん

の皆様
みなさま

に、計画
けいかく

の基本的
きほんてき

な

考
かんが

え方
かた

をお示
しめ

しし、意見
いけん

をいただくこととしました。 

・ いただいた意見
いけん

をもとに県
けん

（事務局
じむきょく

）で計画
けいかく

案
あん

（素案
そあん

）を作成
さくせい

し、次回
じかい

の会議
かいぎ

で計画
けいかく

の内容
ないよう

を検討
けんとう

していただく予定
よてい

です。 

<資料
しりょう

の概要
がいよう

> 

１ 計画
けいかく

の内容
ないよう

この計画
けいかく

は、法律
ほうりつ

により都道府県
とどうふけん

が策定
さくてい

することとされている次
つぎ

の３つの計画
けいかく

を、１

つにまとめて策定
さくてい

します。 

① 障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

（第
だい

４期
き

） 

県
けん

の障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の考
かんが

え方
かた

や方向性
ほうこうせい

を定
さだ

めるもの 

② 障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

） 

障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスを必要
ひつよう

とする人
ひと

に、必要
ひつよう

とする量
りょう

を提供
ていきょう

できるよう、県内
けんない

の

提供
ていきょう

体制
たいせい

を確保
かくほ

するための取組
とりくみ

を定
さだ

めるもの 

③ 障害児
しょうがいじ

福祉
ふくし

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

障害児
しょうがいじ

の通所
つうしょ

サービスや入所
にゅうしょ

サービス、相談
そうだん

支援
しえん

が提供
ていきょう

できるよう、県内
けんない

の提供
ていきょう

体制
たいせい

を確保
かくほ

するための取組
とりくみ

を定
さだ

めるもの 

２ 策定
さくてい

の趣旨
しゅし

１の①から③の３つの計画
けいかく

の策定
さくてい

時期
じ き

が重
かさ

なったことから、障害
しょうがい

福祉
ふくし

に関
かん

する、よ

り実効性
じっこうせい

の高
たか

い総合的
そうごうてき

な計画
けいかく

として、一体的
いったいてき

に策定
さくてい

します。 

３ 計画
けいかく

期間
きかん

○ 障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

2021（令和
れいわ

３）年度
ねんど

から 2026（令和
れいわ

８）年度
ねんど

までの６年間
ねんかん

（中期
ちゅうき

計画
けいかく

） 

○ 障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

・障害児
しょうがいじ

福祉
ふくし

計画
けいかく

2021（令和
れいわ

３）年度
ねんど

から 2023（令和
れいわ

５）年度
ねんど

までの３年間
ねんかん

（短期
たんき

計画
けいかく

） 

４ ワーキンググループの設置
せっち

計画
けいかく

の内容
ないよう

検討
けんとう

を行
おこな

うため、ワーキンググループを設置
せっち

します。 

【ワーキンググループについては、別紙
べっし

２を御覧
ごらん

ください。】 

５ 計画
けいかく

策定
さくてい

のスケジュール（予定
よてい

） 

① 骨子
こっし

検討
けんとう

・・・計画
けいかく

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

や骨子
こっし

（枠組
わくぐ

み）を検討
けんとう

します 

2020（令和
れいわ

２）年
ねん

 ６月
がつ

 第
だい

１回
かい

ワーキンググループ 

７月
がつ

 第
だい

１回
かい

自立
じりつ

支援
しえん

協議会
きょうぎかい

 第
だい

１回
かい

障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

審議会
しんぎかい

② 素案
そあん

検討
けんとう

・・・事務局
じむきょく

が作成
さくせい

した計画
けいかく

案
あん

（素案
そあん

）をもとに、内容
ないよう

を検討
けんとう

します 

2020（令和
れいわ

２）年
ねん

１０月
がつ

 第
だい

２回
かい

ワーキンググループ 

１１月
がつ

 第
だい

３回
かい

ワーキンググループ 

１２月
がつ

 第
だい

２回
かい

障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

審議会
しんぎかい

③ パブリックコメント・・・計画
けいかく

案
あん

を公表
こうひょう

し、意見
いけん

を広
ひろ

く募集
ぼしゅう

します 

2021（令和
れいわ

３）年
ねん

 １月
がつ

 パブリックコメント 

④ 最終
さいしゅう

案
あん

検討
けんとう

・・・パブリックコメントの意見
いけん

を踏
ふ

まえ、最終
さいしゅう

案
あん

を検討
けんとう

します 

2021（令和
れいわ

３）年
ねん

 ３月
がつ

 第
だい

２回
かい

自立
じりつ

支援
しえん

協議会
きょうぎかい

 第
だい

３回
かい

障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

審議会
しんぎかい

６ 計画
けいかく

の骨子
こっし

（枠組
わくぐ

み）（案
あん

） 

・ 記載
きさい

順序
じゅんじょ

（章立
しょうだ

て）は、「第
だい

５期
き

愛知県
あいちけん

障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

」を基本
きほん

とします。 

・ 「障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」を中期
ちゅうき

計画
けいかく

に位置付
い ち づ

け、県
けん

が中
ちゅう

・長期的
ちょうきてき

に目指
め ざ

す方向
ほうこう

を示
しめ

すため、

次
つぎ

の項目
こうもく

を加
くわ

えます。 

展望
てんぼう

（2040（令和
れいわ

22）年
ねん

のめざすべき姿
すがた

） 

各分野
かくぶんや

における障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

・ 成果
せいか

目標
もくひょう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るため、「成果
せいか

目標
もくひょう

一覧
いちらん

」を加
くわ

え、計画
けいかく

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

を管理
かんり

します。 

【骨子
こっし

案
あん

の具体的
ぐたいてき

な記載
きさい

事項
じこう

については、別紙
べっし

３を御覧
ごらん

ください。】 
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第４期愛知県障害者計画と第６期障害福祉計画を一体化した新プランの策定について 

１ 計画策定の趣旨 

〇 2020（令和２）年度は、第３期障害者計画の性格を持つ「あいち健康福祉ビジョン2020 ※」及び、第

５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画の性格を併せ持つ「第５期愛知県障害福祉計画」の計画期間

の最終年度に当たることから、新たに次期計画を策定する必要がある。 

〇 これまでは、障害者計画と障害福祉計画の策定時期がずれていたが、今回、次期計画の策定時期が重

なったことを契機に、本県の障害者施策の進むべき方向を示す羅針盤として、より実効性の高い総合的

な計画とするため、第４期障害者計画と第６期障害福祉計画（第２期障害児福祉計画）を一体的に策定

していく。これにより、障害者計画と障害福祉計画の重複する部分の解消を図ることができる。 

〇 なお、「次期あいち健康福祉ビジョン」は、健康福祉施策全体の方向性を示す計画であることから、引

き続き障害福祉分野の方向性を記載するものの、障害者計画としては位置付けないこととする。 

【障害者計画と障害福祉計画（障害児福祉計画）の違い】 

・障害者計画は、障害者基本法を根拠として各分野にわたる障害者施策の考え方や方向性を定めている。 

・障害福祉計画（障害児福祉計画）は、障害者総合支援法（児童福祉法）を根拠として、各分野にわたる障

害者施策のうち、障害者（障害児）に対する生活支援分野に関する施策に特化して、障害福祉サービス（障

害児通所支援等）の提供体制を確保するための取組を定めている。 

※あいち健康福祉ビジョン2020 

5 年後、10 年後の県の健康福祉全般にわたる進むべき方向を示すため、団塊の世代が 75 歳以上となる

2025(令和7)年を展望し、2020(令和2)年を目標として2016(平成28)年3月に策定。 

現在は、2040(令和 22)年を展望し、2025(令和 7)年を目標として、次期あいち健康福祉ビジョンを策定

中。【2021(令和3)年3月策定予定】 

２ これまでの計画策定の経緯 

（１）障害者計画 

2004（平成16）年の障害者基本法改正を受けて、「21 世紀あいち福祉ビジョン」（2001（平成 13）～

2010（平成22）年度）の障害者支援に係る記載部分を第１期障害者計画に位置付け。引き続き第２期障

害者計画として「あいち健康福祉ビジョン」（2011（平成23）～2015（平成27）年度）、第３期障害者計

画として「あいち健康福祉ビジョン2020」（2016（平成28）～2020（令和２）年度）を策定し、障害者

支援に係る記載部分を障害者計画と位置付けて障害者施策の推進を図ってきた。 

（２）障害福祉計画（障害児福祉計画） 

2006（平成18）年の障害者自立支援法制定を受けて、「第１期愛知県障害福祉計画」（2006（平成18）

～2008（平成 20）年度）を策定。引き続き５期にわたり策定（現在は障害者総合支援法に基づき策定）

し、障害福祉サービスの提供体制の整備に取り組んできた。（2016（平成 28）年の児童福祉法の一部改

正を受けて、障害児通所支援等の提供体制の確保に関する「障害児福祉計画」を盛り込んだ「第５期愛

知県障害福祉計画」（2018（平成30）～2020（令和２）年度）を策定。） 

（参考）過去の策定状況

障害者計画 
障害福祉計画【3年間】 

障害児福祉計画（2018(H30)年度から）

区分 策定年度 計画期間 区分 策定年度 計画期間 

第1期 
2000年度 
(H12) 

2001～2010年度 
(H13～H22) 
【10年間】

第1期 
2006年度 
(H18) 

2006～2008年度 
(H18～H20) 

第2期 
2008年度 
(H20) 

2009～2011年度 
(H21～H23) 

第2期 
2010年度 
(H22) 

2011～2015年度 
(H23～H27) 

【以降5年間】
第3期 

2011年度 
(H23) 

2012～2014年度 
(H24～H26) 

第4期 
2014年度 
(H26) 

2015～2017年度 
(H27～H29) 

第3期 
2015年度 
(H27) 

2016～2020年度 
(H28～R2) 

第5期 
第1期（児）

2017年度 
(H29) 

2018～2020年度 
(H30～R2) 

第4期 
2020年度 

(R2) 
2021～2026年度 

(R3～R8) 
第6期 

第2期（児）
2020年度 

(R2) 
2021～2023年度 

(R3～R5) 

３ 計画期間 

○ 障害者計画 

2021(令和3)年度から2026(令和8)年度までの6年間 

○ 障害福祉計画・障害児福祉計画 

2021(令和3)年度から2023(令和5)年度までの3年間 

○ 計画期間が異なる理由 

障害福祉計画は、国の基本指針により計画期間は 3 年とされているが、障害者計画には定めがない。 

３計画を一体化して策定するに当たり、障害者計画は現行どおり中期計画とし、次期改定時期を障害

福祉計画と合わせるため、計画期間を６年とする。 

なお、３年後に第7期障害福祉計画を策定する際には、2023(令和 5)年に国による策定が予定されて

いる障害者基本計画（第５次）の検討や社会情勢の変化等を踏まえ、障害者計画についても柔軟に見直

しをしていく。 

４ ワーキンググループの設置【資料２】 

2020（令和２）年４月、計画の内容等の検討を行うため、ワーキンググループを設置 

なお、ワーキンググループの構成員は障害者施策審議会の委員から選出しており、委員の任期が今年６

月30日に満了となるため、第２回以降のワーキンググループの構成員は改選後の委員から選出を行う。 

５ 計画策定のスケジュール（予定） 

2020(令和2)年 6月 ワーキンググループ委員への意見照会（計画骨子素案検討） 

 7月 自立支援協議会委員への意見照会（計画骨子素案検討） 

第1回障害者施策審議会（計画骨子素案検討）：書面開催予定 

 10月 第2回ワーキンググループ（計画素案検討） 

 11月 第3回ワーキンググループ（計画素案検討） 

 12月 第2回障害者施策審議会 （計画素案検討） 

2021(令和3)年 1月 パブリックコメント（計画素案） 

 3月 第2回自立支援協議会 （計画案検討） 

第3回障害者施策審議会（計画案検討） 

 3月 計画策定・公表 
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６ 計画の骨子（素案）【資料３】 

○ 骨子の章立ては、第５期愛知県障害福祉計画を基本とする。 

○ 計画の充実を図るため、新規の章立てとして、次の３章を加える。 

・中期計画として「展望」を示すため、第４章を加える。（あいち健康福祉ビジョン2020から移行） 

・中期計画として「障害者施策の基本的な方向」を示すため、第5章を加える。（ 〃 ） 

・第４次障害者基本計画及び障害福祉計画基本指針を踏まえ、成果目標の充実を図ることとし、計画の

進捗状況を管理するため、第８章を加える。 

＜骨子（素案）の章立てと各計画の該当部分（案）＞ 

章立て 障害者計画 
障害福祉計画 
障害児福祉計画

第1章 計画策定の趣旨 ○ ○ 

第2章 計画の基本的な考え方 ○ ○ 

第3章 現状 ○ ○ 

第4章 展望（2040(令和22)年のめざすべき姿） ○  

① 2040(令和22)年の愛知県の障害福祉施策のめざすべき姿 ○  

② 施策体系図 ○  

第5章 各分野における障害者施策の基本的な方向 ○ ○ 

第6章 障害福祉計画で定める目標  ○ 

第7章 障害福祉サービス等の見込量（活動指標）と確保策  ○ 

第8章 成果目標一覧 ○ ○ 

第9章 計画の推進 ○ ○ 

７ 参考事項（計画策定に当たり踏まえるべき事項） 

（１）第4次障害者基本計画（2018(平成30)年度～2022(令和4)年度） 

○ 施策の基本的な方向として11分野に分類（第３次障害者基本計画は10分野） 

① 安全・安心な生活環境の整備 

② 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

③ 防災、防犯等の推進 

④ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

⑤ 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

⑥ 保健・医療の推進 

⑦ 行政等における配慮の充実 

⑧ 雇用・就業、経済的自立の支援 

⑨ 教育の振興 

⑩ 文化芸術活動・スポーツ等の振興 

⑪ 国際社会での協力・連携の推進 

○ 各分野において成果目標を充実 

第3次障害者基本計画では「教育、文化芸
術活動・スポーツ等」で１分野 

（２）障害福祉計画基本指針（2020(令和2)年5月19日改正） 

○ 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項 

① 基本的理念 

② 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方 

③ 相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 

④ 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 

○ 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標 

① 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 内容一部変更

③ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 内容一部変更

④ 福祉施設から一般就労への移行等 内容一部変更

⑤ 障害児支援の提供体制の整備等 内容一部変更

⑥ 相談支援体制の充実・強化等 新規

⑦ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 新規

○ 計画の作成に関する事項 

○ その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために

必要な事項 

① 障害者等に対する虐待の防止 

② 意思決定支援の促進 

③ 障害者の文化芸術活動支援による社会参加等の促進 

④ 障害を理由とする差別の解消の推進 

⑤ 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全確保に向け

た取組や事業所における研修等の充実 

（３）その他の新たな視点 

視点 国の動向 愛知県障害者計画への反映 

文化芸術活動 ○ 障害者による文化芸術活動の推進に関する

法律施行（2018(平成30)年6月） 

○ 障害者による文化芸術活動の推進に関する

基本的な計画策定（2019(平成31)年3月） 

次期計画に記載を検討 

法に基づく都道府県計画（努

力義務）に位置付ける方向で

検討 

読書バリアフリー ○ 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関

する法律施行（2019(令和元)年6月） 

検討中 

国の基本計画策定の動向を

注視し、都道府県計画（努力

義務）の位置付けを検討 
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愛知県障害者施策審議会ワーキンググループ設置要領 

（目的） 

第１条 この要領は、障害者基本法（昭和４５年５月２１日法律第８４号）第１１条第

２項に基づく都道府県障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号）第８９条第１項に基づく都道府県障害福祉計

画及び児童福祉法（昭和２２年法律１６４号）第３３条の２２第１項の規定に基づく都

道府県障害児福祉計画の策定に関し検討を行うため、愛知県障害者施策審議会条例（昭

和４７年３月２９日条例第６号）第８条の規定に基づき設置する愛知県障害者施策審議

会ワーキンググループ（以下、「ワーキンググループ」という。）について、必要な事項

を定める。 

（構成） 

第２条 ワーキンググループは、別表に定める者をもって構成し、愛知県障害者施策審

議会会長が、ワーキンググループの会務を総理し、座長となる。 

２ 会長に事故があるとき又は会長が不在のときは、会長があらかじめ指名する構成員

が、その職務を代理する。 

（運営） 

第３条 ワーキンググループは、愛知県福祉局福祉部障害福祉課長が招集する。 

２ ワーキンググループの設置は、令和３年３月３１日までとする。 

（ワーキンググループ会議の公開） 

第４条 ワーキンググループの会議は原則公開とする。ただし、愛知県情報公開条例（平

成１２年３月２８日条例第１９号）第７条各号に規定する不開示情報が含まれている

事項について審議する場合又は会議を公開することにより当会議の適正な運営に 

著しい支障が生ずると認められる場合であって、ワーキンググループがその一部又は

全部を公開しない旨の決定をした時はこの限りではない。 

（庶務） 

第５条 ワーキンググループの庶務は、愛知県福祉局福祉部障害福祉課において行う。 

（雑則） 

第６条 この要領に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関して必要な事項

は、別に定める。 

附 則 

 この要領は、令和２年４月２０日から施行し、令和３年３月３１日をもって廃止する。 

愛知県障害者施策審議会ワーキンググループ 構成員名簿 

（敬称略・５０音順） 

岡田 ひろみ 愛知県自閉症協会・つぼみの会副理事長 

川 崎 純 夫 愛知県社会福祉協議会心身障害ホーム部会部会長 

黒 田 和 子 公募委員 

鈴 木 智 敦 名古屋市総合リハビリテーションセンター副センター長 

髙 橋 傳 愛知県身体障害者福祉団体連合会副会長 

高 柳 進 一 愛知県精神障害者家族会連合会会長 

辻 直 哉 愛知障害フォーラム（ＡＤＦ）事務局長 

永 田 雅 子 名古屋大学心の発達支援研究 実践センター教授 

服 部 芳 明 愛知県聴覚障害者協会理事長 

古 家 千恵美 愛知県盲人福祉連合会 

牧 野 昭 彦 愛知県知的障害者育成会会長 
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第４期愛知県障害者計画と第６期障害福祉計画を一体化した新プランの 

項目別記載事項（骨子案） 

第１章  計画策定の趣旨 【障害者計画と障害福祉計画（障害児福祉計画）の共通部分】          

【記載事項（案）】 

計画の目的や根拠、経緯等について記載する。 

第4期愛知県障害者計画と第5期愛知県障害福祉計画（第1期愛知県障害児福祉計画）の計画期間がい

ずれも 2020(令和 2)年度で終了することから、障害福祉に関する総合的な計画として、3 計画まとめて一

体化して計画を策定することとする。 

第２章  計画の基本的な考え方 【障害者計画と障害福祉計画（障害児福祉計画）の共通部分】  

１  計画の基本理念  

【記載事項（案）】 

計画の基本理念を記載する。 

第5期障害福祉計画の基本理念である「地域共生社会の実現」を踏襲する。また、国連が定めるＳＤＧ

ｓ（エスディージーズ：持続可能な開発目標）の理念に沿った基本的・総合的取組に関する計画として、

2019(令和元)年8月に策定した「愛知県ＳＤＧｓ未来都市計画」を踏まえ、多様性の視点を加える。 

【記載案】 ※下線部分が現計画との変更部分です。

全ての県民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重

され、障害の有無によって分け隔てられることなく、多様性を認め合い、相互に人格と個性を尊重しなが

ら共生する地域社会の実現 

２  計画の基本的考え方  

【記載事項（案）】 

計画の基本的な考え方を記載する。 

第5期障害福祉計画の基本的考え方を踏襲するが、障害者計画として、国の第4次障害者基本計画の基

本的方向や、本県条例の制定状況等を踏まえ、項目を追加する。また、国の障害福祉計画基本指針を踏ま

え、必要な修正を行う。 

【記載案】 ※下線部分が現計画との変更部分です。

基本理念の実現に向けて、次の９つの考え方に基づき、障害者の自立及び社会参加の促進及び障害児の

健やかな育成を図るための施策を総合的かつ計画的に実施していきます。 

① 障害のある人の自己決定の尊重と意思決定の支援をします 

② 障害の有無に関わらず共に暮らせる「全ての人が輝き、活躍する愛知」の実現を目指し、障害を理由

とする差別の解消に取り組みます（障害者差別解消条例の推進） 

③ 手話言語の普及と障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進を図ります（手話言語・

障害者コミュニケーション条例の推進） 

④ 県内のどこでも必要な訪問系サービスが受けられるようにします 

⑤ 希望する人が日中活動系サービスを受けられるようにします 

⑥ グループホームや地域生活支援拠点等の充実を図り、施設入所等から地域生活への移行を推進すると

ともに、障害のある人が地域での生活を継続できるようにします 

⑦ 福祉施設から一般就労への移行を推進します 

⑧ 障害のある人が安心して暮らしていける支援システムづくりを進めます 

⑨ 障害のある子ども本人の最善の利益を考慮しながら、障害のある子どもの健やかな育成を支援します 

３  計画期間  

【記載事項（案）】 

計画の計画期間を記載する。 

・障害者計画：2021(令和3)年度から2026(令和8)年度までの6年間 

・障害福祉計画・障害児福祉計画：2021(令和3)年度から2023(令和5)年度までの3年間 

４  計画の位置づけ  

【記載事項（案）】 

「あいち障害福祉プラン（仮称）」は、以下の3つの法定計画として位置付ける。 

① 障害者基本法第11条第2項に基づく都道府県障害者計画（第4期） 

② 障害者総合支援法第89条第１項に基づく都道府県障害福祉計画（第6期） 

③ 児童福祉法第33条の22第１項に基づく都道府県障害児福祉計画（第2期） 

５  市町村との連携  

【記載事項（案）】 

国の障害福祉計画の基本指針に即して、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の計画的

な整備に向けた市町村との連携について記載する。 

６  区域の設定  

【記載事項（案）】 

障害福祉計画における障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込みを定める区域を設定する。 

なお、第5期計画の区域（障害保健福祉圏域）を踏襲する。 

７  ＳＤＧｓ（エスディージーズ：持続可能な開発目標）を踏まえた計画の推進  新規 

【記載事項（案）】 

計画の推進に当たり、ＳＤＧｓの目標達成に資するよう、意識して施策に取り組むことを記載する。 

（参考）ＳＤＧｓ（エスディージーズ）とは 

ＳＤＧｓはSustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略で、2015(平成27)年9月

の国連サミットで採択された国際目標である。「誰一人取り残さない」を合言葉に、2030(令和12)年を

目標として、貧困削減、格差の是正、環境保護、持続可能な生産と消費、平和構築など多岐にわたる

17のゴール・169のターゲットから構成されている。 

本県は 2019(令和元)年 7 月に内閣府より「ＳＤＧｓ未来都市」に選定され、「愛知県ＳＤＧｓ未来

都市計画」を策定し、ＳＤＧｓの理念に沿った基本的・総合的取組を推進している。 

<2030年のあるべき姿：人が輝き、女性や高齢者、障害のある人など、すべての人が活躍する愛知> 

第３章 現状 【障害者計画と障害福祉計画（障害児福祉計画）の共通部分】           

１  人口構成  

【記載事項（案）】 

    愛知県の総人口の推移について、年齢別（17歳以下、18～64歳、65歳以上）に記載する。 

なお、年推移については、現在は国勢調査3回分の人口と、その後の障害福祉計画の策定年度2回分の

推計人口を記載しているが、障害福祉計画の策定年度に合わせ、3年ごと※の推計人口に変更する。 

※ 2005(平成17)年、2008(平成20)年、2011(平成23)年、2014(平成26)年、2017(平成29)年、2020(令和

2年)の各4月1日現在（15年分） 
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２  障害のある人の状況  

【記載事項（案）】 

次の項目を記載する。 

身体障害のある人：等級別、障害別、年齢別（18歳未満、18歳以上）、障害支援区分別 

知的障害のある人：判定別、年齢別（18歳未満、18歳以上）、障害支援区分別 

精神障害のある人：程度別、障害支援区分別、自立支援医療（精神通院医療）受給者数 

発達障害のある人：精神障害者保健福祉手帳所持者数（F80-F89、F90-F98） 

難病の方：特定医療費助成制度受給者数 

また、圏域別手帳所持者数を記載する。 

なお、年推移については、現在は2年ごとに記載しているが、障害福祉計画の策定年度に合わせ、3年ご

と※に変更する。（一部除外あり） 

※ 2005(平成17)年、2008(平成20)年、2011(平成23)年、2014(平成26)年、2017(平成29)年、2020(令和

2年)の各4月1日現在（15年分） 

３  障害福祉サービス等の利用状況等  

【記載事項（案）】 

県内の障害福祉サービスや障害児通所支援等の利用状況や事業所数等について記載する。 

４ 障害者基礎調査結果  

【記載事項（案）】 

2019年10月11日から11月22日にかけて、県内の障害者3,100名（身体障害者1,500名、知的障害者400名、精

神障害者400名、発達障害者400名、難病患者400名）を対象に実施した障害者基礎調査のうち、県の障害者施策に

おける優先順位に係る調査結果を記載する。 障害者基礎調査グラフ（資料４） 

第４章  展望（2040(令和22)年のめざすべき姿）【障害者計画】               

【記載事項（案）】 

「あいち障害福祉プラン（仮称）」は、「次期あいちビジョン」の下位計画として、障害者計画と障害福

祉計画・障害児福祉計画を一体化して策定することから、長期目標の実現に向けた中期・短期計画の位置

付けとし、次の項目を記載する。 

① 2040(令和22)年の愛知県の障害福祉施策のめざすべき姿 

＜参考１：あいちビジョン2020概要版（抜粋）＞ 

・障害福祉の「施設から地域へ」という流れの中、障害のある人がより身近な地域で学び、生活し、働く

ことができる環境づくりをさらに進め、新しいあいちの障害者支援を実現していく。 

・障害のある子どもに対しては、身近な地域において、障害の状態に応じたきめ細やかな教育が受けられ

る環境を作っていく。 

＜参考２：次期あいちビジョン骨子案（抜粋）＞ 

重要政策として、「多様性を尊重する社会づくり」に「障害のある人の活躍支援」が、「支え合いの社会

づくり」に「障害のある人の生活支援」が位置付けられる予定 

新規

② 施策体系図（案） 

※ 第4次障害者基本計画の「各分野における障害者施策の基本的な方向」の体系に合わせ、施策の内容を

記載する。 

＜第4次障害者基本計画の「各分野における障害者施策の基本的な方向」＞ 

１．安全・安心な生活環境の整備 

２．情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

３．防災、防犯等の推進 

４．差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

５．自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

６．保健・医療の推進 

７．行政等における配慮の充実     ← ４に統合 

８．雇用・就業、経済的自立の支援 

９．教育の振興 

10．文化芸術活動・スポーツ等の振興 

11．国際社会での協力・連携の推進   ← 国の役割であることから、除外 

地域で 

暮らし続ける 

自分らしく 

暮らし続ける 

１ 安全・安心な生活環境の整備 

２ 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

３ 防災、防犯等の推進 

７ 雇用・就業、経済的自立の支援 

８ 教育の振興 

９ 文化芸術活動・スポーツ等の振興 

３つの視点 各分野における障害者施策の基本的な方向 

安心して 

暮らし続ける 

４ 権利擁護の推進及び行政等における配慮の充実 

５ 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

６ 保健・医療の推進 
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第５章  各分野における障害者施策の基本的な方向                       

     【障害者計画と障害福祉計画（障害児福祉計画）の共通部分】    

【記載事項（案）】 

施策体系図の項目に合わせ、「現状・課題」「施策の方向性」「計画期間の取組」の順に記載する。 

なお、「現状・課題」は障害者計画・障害福祉計画共通、「施策の方向性」は障害者計画、「計画期間の取

組」は障害福祉計画の該当部分となる。 

１  安全・安心な生活環境の整備  

【現状・課題（案）】 

○ グループホームの確保 

○ 誰もが入居できる民間賃貸住宅の増加 

○ 不特定多数が利用する施設・交通機関におけるバリアフリー化 障害者基礎調査グラフ（資料4）

○ 新型コロナウイルス感染症対策 

【施策の方向性（案）】 

○ 住宅の確保 

○ 障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進 

○ 新型コロナウイルス感染拡大防止の推進 

【計画期間の取組（案）】 

○ グループホーム建設費の助成 

○ 新たな住宅セーフティネット制度における障害者を対象とした賃貸住宅の登録数の増加 

○ 公営住宅のバリアフリー化の推進 

○ 人にやさしい街づくりの推進に関する条例による適合証交付施設の増加 

○ 新型コロナウイルス感染症対策事業の推進 

２  情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実  

【現状・課題（案）】 

○ 情報アクセシビリティの整備 障害者基礎調査グラフ（資料4）

○ 意思疎通支援を行う人材の確保 

○ 手話が言語であるとの認識の共有 

○ 障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備 

【施策の方向性（案）】 

○ 行政情報等のアクセシビリティの向上 

○ 意思疎通支援の充実 

○ 手話言語の普及 

○ 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進 

【計画期間の取組（案）】 

○ 障害者情報提供施設における支援の充実 

○ アクセシビリティに配慮した行政情報の提供 

○ 意思疎通支援を行う人材の養成 

○ 意思疎通支援者の派遣 

○ 手話言語をはじめとする障害の特性に応じたコミュニケーション手段に関する啓発及び学習の機会

の確保 

新規 ３  防災、防犯等の推進  

【現状・課題（案）】 

○ 福祉避難所の確保と避難行動要支援者名簿等の整備 障害者基礎調査グラフ（資料4）

○ 言語や聴覚に障害がある人の緊急通報手段の確保 

○ 障害者の消費者被害の防止 障害者基礎調査グラフ（資料4）

【施策の方向性（案）】 

○ 福祉避難所確保等に係る市町村支援 

○ 言語や聴覚に障害がある人の緊急通報手段の整備 

○ 消費者の安全確保の推進 

【計画期間の取組（案）】 

○ 災害時要配慮者支援体制構築マニュアルの活用による市町村支援 

○ 110番アプリシステム及びFAX110番等の周知 

○ 市町村の見守りネットワーク（消費者安全確保地域協議会）の設置促進 

４  権利擁護の推進及び行政等における配慮の充実  

【現状・課題（案）】 

○ 障害者虐待の防止 障害者基礎調査グラフ（資料4）

○ 障害を理由とする差別の解消 障害者基礎調査グラフ（資料4）

○ 成年後見制度への理解 障害者基礎調査グラフ（資料4）

○ 行政機関等における配慮 

【施策の方向性（案）】 

○ 障害者理解の促進 

○ ヘルプマークの普及啓発 

○ 虐待の予防・早期発見、虐待を受けた人の保護や相談支援 

○ 障害を理由とする差別の解消の推進 

○ 成年後見制度の利用促進 

○ 行政機関等における合理的配慮の実施 

【計画期間の取組（案）】 

○ 障害者理解促進、成年後見制度利用促進、障害者差別解消のための普及啓発 

○ 県「障害者権利擁護センター」と市町村「障害者虐待防止センター」の連携 

○ 障害を理由とする差別に関する相談支援 

○ 虐待防止、権利擁護、合理的配慮等に係る各種研修の開催 
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５  自立した生活の支援・意思決定支援の推進  

【現状・課題（案）】 

○ 福祉施設や精神科病院からの地域生活移行の推進 

○ 相談支援体制や障害福祉サービス等提供体制の充足 障害者基礎調査グラフ（資料4）

○ 福祉人材の確保 

○ 高齢障害者や外国語を母語とする障害者への支援 

【施策の方向性（案）】 

○ 地域移行支援、在宅サービス等の充実 

○ 障害福祉サービスの質の向上等 

○ 障害福祉を支える人材の育成・確保 

○ 高齢障害者や外国語を母語とする障害者への支援の充実 

【計画期間の取組（案）】 

○ 福祉施設や精神科病院からの地域生活移行の推進 

○ 障害福祉サービス事業所等整備費の助成 

○ 相談支援従事者・サービス管理責任者等に対する資格取得・質の向上に関する研修の充実 

○ 地域生活支援拠点等の充実 

６  保健・医療の推進  

【現状・課題（案）】 

○ いわゆる社会的入院の解消 障害者基礎調査グラフ（資料4）

○ 精神障害者の地域への円滑な移行・定着 

○ 難病患者への支援 

○ 歯科疾患の予防 障害者基礎調査グラフ（資料4）

【施策の方向性（案）】 

○ 地域で生活できる社会資源の整備 

○ 予防と早期発見 

○ 医療提供体制の整備 

○ 相談支援体制の充実 

【計画期間の取組（案）】 

○ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

○ 精神障害者地域精神保健福祉推進協議会の開催 

○ ピアサポートやアウトリーチ訪問支援の充実 

○ 多様な精神疾患等に対応できる医療機能の明確化 

○ 定期的な歯科検診の実施 

○ メンタルヘルス対策の推進 

○ 難病相談支援センターにおける支援 

７  雇用・就業、経済的自立の支援  

【現状・課題（案）】 

○ 福祉施設から一般就労への移行 

○ 障害者雇用の促進 障害者基礎調査グラフ（資料4）

○ 福祉的就労の底上げ 障害者基礎調査グラフ（資料4）

【施策の方向性（案）】 

○ 就労機会の提供 

○ 職業能力開発の促進 

○ 職場定着支援 

○ 障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先調達 

○ 工賃向上に向けた取組 

【計画期間の取組（案）】 

○ 障害者雇用に関する周知・啓発 

○ 就職面接会、各種セミナーの開催 

○ 職業能力開発校における職業訓練 

○ 共同受注窓口の強化 

○ 工賃向上推進事業や農福連携の取組 

８  教育の振興  

【現状・課題（案）】 

○ インクルーシブ教育システムの推進 障害者基礎調査グラフ（資料4）

○ 教育環境の整備 

○ 高等教育における障害学生支援 

○ 学校と放課後等デイサービス事業所等の連携・情報共有 

【施策の方向性（案）】 

○ 第2期愛知県特別支援教育推進計画（愛知・つながりプラン2023）の推進 

○ 福祉と教育の連携推進 

【計画期間の取組（案）】 

○ 第2期愛知県特別支援教育推進計画（愛知・つながりプラン2023）の取組の実施 

９  文化芸術活動・スポーツ等の振興  

【現状・課題（案）】 

○ 障害者の文化芸術活動への参加 障害者基礎調査グラフ（資料4）

○ 障害者スポーツの普及及びアスリートの育成強化 

【施策の方向性（案）】 

○ 障害者の文化芸術活動の充実 

○ 障害者のスポーツ活動の推進と競技力の向上 

【計画期間の取組（案）】 

○ あいちアール・ブリュットの取組の実施 

○ 障害者スポーツ大会の開催 

○ スポーツ競技団体との連携 
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第６章  障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標          

     【障害福祉計画（障害児福祉計画）】                         

【記載事項（案）】 

「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（国の基本指

針）において、目標として設定することとされている事項について、「第5期障害福祉計画までの評価」「新

プランでの目標」「施策の方向性」「計画期間の取組」の順に記載する。 

１  福祉施設の入所者の地域生活への移行  

【第5期障害福祉計画までの評価】 

第5期障害福祉計画までの評価を記載 

<参考> 第5期計画の目標と実績  ※ 実績は現在集計中であり、後日お示しします。

目標 2019(令和元)年度実績  

＜地域移行者数の増加＞ 

2016(平成28)年度末から2020(令和2)年度末までの地域移行者数：

177人 

●●人（進捗率：●●%） 
2017（平成29）年度：19人 

2018（平成30）年度：19人 

2019（令和元）年度：●●人

＜施設入所者数の削減＞ 

2020(令和2)年度末までの施設入所者削減数：77人 
（2020(令和2)年度末の施設入所者数：3,782人）

●●人（進捗率：●●%） 
2016（平成28）年度末：3,859人 

2019（令和元）年度末：●●人

【新プランでの目標】 

※ 第2回ワーキンググループで検討 

○ 目標設定に関する考え方 

・地域生活移行者については、これまでの本県における地域生活への移行実績や今年度実施した「福

祉施設入所者の地域生活移行に関するニーズ調査」の結果などを勘案しながら、目標の設定を行う。 

・施設入所者の削減については、国の基本指針に即して設定する。 

<参考> 国の基本指針 

事項 目標 

（１）地域生活移行者数 
2019(令和元)年度末の施設入所者数の6％以上 
※ 2020(令和2)年度～2023(令和5)年度までの4年間 

※ 第5期計画で未達成見込分があればそれを含める。

（２）施設入所者数 
2019(令和元)年度末時点の施設入所者数から1.6％以上削減 
※ 第5期計画で未達成見込分があればそれを含める。

【目標達成に向けた施策の方向性（案）】 

○ 入所施設の取組の強化 

○ 住まいの場の確保 

○ 地域生活を体験する場の提供 

○ 日中活動の場の確保 

○ 民間企業とのマッチングによる経済的自立支援 

○ 地域における理解の促進 

○ 愛知県障害者差別解消推進条例等に基づく取組 

○ 障害の重度化、高齢化が進んだ方への支援 

○ 地域生活の相談支援体制の整備・充実 

【計画期間の取組】 

※ 第2回ワーキンググループで検討 

２  精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  

【第5期障害福祉計画までの評価】 

第5期障害福祉計画までの評価を記載 

<参考> 第5期計画の目標と実績  ※ 実績は現在集計中であり、後日お示しします。

目標 2019(令和元)年度実績  

＜圏域ごとの協議の場の設置＞ 

2020(令和 2)年度末までに全ての障害保健福祉圏域ごとに、保健、

医療、福祉関係者による協議の場を設置 

●●圏域 

＜市町村ごとの協議の場の設置＞ 

2020(令和 2)年度末までに全ての市町村ごとに、保健、医療、福祉

関係者による協議の場を設置 

●●市町村 

＜長期入院患者数の削減＞ 

2020(令和2)年度末の精神病床における1年以上長期入院患者数 

（１）65歳以上患者数 2,774人 

（２）65歳未満患者数 3,002人 

①●●人 

②●●人 

＜早期退院率の上昇＞ 

2020(令和2)年度における精神病床の早期退院率 

（１）入院後3か月時点の退院率：69％ 

（２）入院後6か月時点の退院率：84％ 

（３）入院後1年時点の退院率 ：91％ 

①●●％ 

②●●％ 

③●●％ 

【新プランでの目標】 

※ 第2回ワーキンググループで検討 

○ 目標設定に関する考え方 

・国の基本指針に即して設定する。 

<参考> 国の基本指針 

事項 目標 

（１）精神障害者の精神病床から

退院後１年以内の地域におけ

る平均生活日数 新規

退院後1年以内の地域における生活日数の平均を316日以上 

（２）精神病床における１年以上

長期入院患者（65歳以上、65歳

未満） 

別表に掲げる式により算出した人数（全国） 
※ 平成30年度と比べて6.6～4.9万人減少

（３）精神病床における早期退院

率の向上 

入院後3か月時点の退院率 69％以上 

入院後6か月時点の退院率 86％以上 

入院後1年時点の退院率  92％以上 

【目標達成に向けた施策の方向性（案）】 

○ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の推進 

○ 地域生活への移行に向けた支援 

○ 地域定着のための支援 

○ 住まいの場の確保 

○ 日中活動の場の確保 

○ 地域における理解の促進 

【計画期間の取組】 

※ 第2回ワーキンググループで検討 
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３  地域生活拠点等が有する機能の充実  

【第5期障害福祉計画までの評価】 

第5期障害福祉計画までの評価を記載 

<参考> 第5期計画の目標と実績  ※ 実績は現在集計中であり、後日お示しします。

目標 2019(令和元)年度実績  

＜地域生活支援拠点等の整備＞ 

平成 32 年度末までに各市町村又は各障害保健福祉圏域において、

地域生活支援拠点等を少なくとも一つ整備する。 

●●市町村※
（進捗率：●●%） 

【新プランでの目標】 

※ 第2回ワーキンググループで検討 

○ 目標設定に関する考え方 

・国の基本指針に即して設定する。 

<参考> 国の基本指針 

事項 目標 

（１）地域生活支援拠点等の確保 市町村又は圏域に1つ以上の地域生活支援拠点等を確保 

（２）地域生活支援拠点等の機能

の充実のため、運用状況等を検

証、検討 新規

地域生活支援拠点等の機能の充実のため、年1回以上運用状況

を検証、検討 

【目標達成に向けた施策の方向性（案）】 

○ 圏域ごとに設置した地域アドバイザーを活用した情報収集・情報提供による市町村支援 

【計画期間の取組】 

※ 第2回ワーキンググループで検討 

４  福祉施設から一般就労への移行等  

【第5期障害福祉計画までの評価】 

第5期障害福祉計画までの評価を記載 

<参考> 第5期計画の目標と実績  ※ 実績は現在集計中であり、後日お示しします。

目標 2019(令和元)年度実績  

＜福祉施設利用者の一般就労移行者数の増加＞ 

2020(令和2)年度における年間一般就労移行者数：1,422人 

●●人 

（進捗率：●●%） 

＜就労移行支援事業利用者数の増加＞ 

2020(令和2)年度末における就労移行支援事業利用者数：2,042人 

●●人 

（進捗率：●●%） 

＜就労移行支援事業所における就労移行率の向上＞ 

2020(令和2)年度末における就労移行率3割を達成する就労移行支

援事業所の割合：全体の5割 

●●割 

（進捗率：●●%） 

＜職場定着率の向上＞ 

2019(令和元)・2020(令和 2)年度における就労定着支援を開始した

時点から1年後の職場定着率：8割以上 

●●割 

（進捗率：●●%） 

【新プランでの目標】 

※ 第2回ワーキンググループで検討 

○ 目標設定に関する考え方 

・国の基本指針に即して設定する。 

<参考> 国の基本指針 

事項 目標 

（１）就労移行支援事業等を通じ

て一般就労に移行する者の数 

変更 

2019(令和元)年度実績の1.27倍以上 
※ 就労移行支援1.30倍、就労継続支援Ａ型1.26倍、就労継続支援Ｂ型1.23

倍以上を目指し、それぞれに目標値を設定 

※ 第5期計画で未達成見込分があればそれを含めること。

（２）就労定着支援事業の利用者

数 新規 

就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち 

7割が就労定着支援事業を利用 

（３）就労定着支援事業の就労定

着率 新規 
就労定着率が8割以上の事業所を全体の7割以上 

【目標達成に向けた施策の方向性（案）】 

○ 一般就労に向けた福祉施設の取組に対する支援 

○ 就労移行支援事業者等の確保及び質の向上 

○ 職業能力開発支援 

○ 企業等に対する働きかけ・支援 

○ 労働関係機関の就労支援策等の活用 

○ 一般就労へ移行することが困難な人に対する支援等 

○ 特別支援学校におけるキャリア教育の推進 

【計画期間の取組】 

※ 第2回ワーキンググループで検討 

５  障害児支援の提供体制の整備等  

【第5期障害福祉計画までの評価】 

第5期障害福祉計画までの評価を記載 

<参考> 第5期計画の目標と実績  ※ 実績は現在集計中であり、後日お示しします。

目標 2019(令和元)年度実績  

＜児童発達支援センターの設置＞ 

2020(令和 2)年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少

なくとも1か所以上設置する。 

●●市町村※
（進捗率：●●%） 

＜保育所等訪問支援の体制の構築＞ 

2020(令和 2)年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問

支援を利用できる体制を構築する。 

●●市町村 

（進捗率：●●%） 

＜主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後

等デイサービス事業所の確保＞ 

2020年(令和2)年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童

発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少

なくとも１か所以上確保する。 

●●市町村 

（進捗率：●●%） 

＜医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置＞ 

2018(平成30)年度末までに、県、各障害保健福祉圏域及び各市町村

において、医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、保健、

医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協

議の場を設ける。 

① 県設置済 

② ●●圏域 

③ ●●市町村 

（進捗率：●●%） 

※ 圏域設置や、複数の市町村が共同で設置している場合を含む。
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【新プランでの目標】 

※ 第2回ワーキンググループで検討 

○ 目標設定に関する考え方 

・国の基本指針に即して設定する。 

<参考> 国の基本指針

事項 目標 

（１）児童発達支援センターの設

置 

児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１カ所以上設

置 
※ 市町村単独での設置が困難な場合は、圏域での設置も差し支えない。

（２）保育所等訪問支援の体制の

構築 

全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を

構築 

（３）難聴児支援の中核的機能体

制の構築 新規

各都道府県において、難聴児支援のための中核的機能を有する

体制を確保 

（４）主に重症心身障害児を支援

する児童発達支援事業所及び

放課後等デイサービス事業所

の確保 

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課

後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1カ所以上確

保 
※ 市町村単独での確保が困難な場合は、圏域での確保も差し支えない。

（５）医療的ケア児支援のための

関係機関の協議の場の設置 

各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害

福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場

を設置 
※ 市町村単独での設置が困難な場合は、都道府県が関与したうえで、圏域で

の設置も差し支えない。

（６）医療的ケア児等支援コーデ

ィネーターの配置 新規

各都道府県、各圏域及び各市町村において、医療的ケア児等に

関するコーディネーターを配置 

【目標達成に向けた施策の方向性（案）】 

○ 児童発達支援センターを中心とした地域の支援体制の充実 

○ 重症心身障害児に対する支援体制の構築 

○ 医療的ケア児に対する支援体制の構築 

○ 経済的負担の軽減 

○ 愛知県医療療育総合センターを中心とした発達障害のある子どもの支援体制の充実 新規

【計画期間の取組】 

※ 第2回ワーキンググループで検討 

６  相談支援体制の充実・強化等  新規 

【新プランでの目標】 

※ 第2回ワーキンググループで検討 

○ 目標設定に関する考え方 

・国の基本指針に即して設定する。 

<参考> 国の基本指針

事項 目標 

相談支援体制の充実・強化等 

新規 

各市町村又は各圏域において、総合的・専門的な相談支援の実

施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保 
※ 基幹相談支援センター等がその機能を担うことを検討

【目標達成に向けた施策の方向性（案）】 

○ 障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援の実施 新規

○ 地域の相談支援体制の強化 新規

○ 地域の相談支援事業者の人材育成 新規

○ 地域の相談支援機関の連携強化の取組 新規

【計画期間の取組】 

※ 第2回ワーキンググループで検討 

７  障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築  新規 

【新プランでの目標】 

※ 第2回ワーキンググループで検討 

○ 目標設定に関する考え方 

・国の基本指針に即して設定する。 

<参考> 国の基本指針

事項 目標 

障害福祉サービス等の質を向上

させるための取組に係る体制の

構築 新規 

各都道府県及び各市町村において、障害福祉サービス等の質を

向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構築 

【目標達成に向けた施策の方向性（案）】 

○ 都道府県や市町村等における障害福祉サービス等に係る研修の開催 新規

○ 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指導監査の適正な実施とそ

の結果の関係市町村との共有 新規

【計画期間の取組】 

※ 第2回ワーキンググループで検討 
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第７章  障害福祉サービス等の見込量と確保策等 【障害福祉計画（障害児福祉計画）】      

１  障害福祉サービス等の見込量と確保策  

【記載事項（案）】 

国の基本指針に即して、以下のサービスの第5期計画までの評価、必要な量の見込み等を設定するとと

もに、その確保策について、記載する。 

なお、設定に当たっては、国の基本指針に即して、市町村障害福祉計画における数値の積み上げを基本

とする。 

 項目 区分 

（１） 訪問系サービス （一括での算定） 

（２） 日中活動系サービス 生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、 

就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）、就労定着支援、療養介護、 

短期入所（福祉型・医療型） 

（３） 居住系サービス 自立生活援助、共同生活援助（グループホーム）、施設入所支援、 

地域生活支援拠点 新規

（４） 相談支援 計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援 

（５） 障害児支援 ①障害児通所支援（児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デ

イサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援） 

②障害児入所支援（福祉型・医療型） 

③障害児相談支援 

④医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーター

の配置人数 新規

２  障害保健福祉圏域の現状とサービス見込量 

【記載事項（案）】 

国の基本指針に即して、以下の項目について記載していく。 

（１）圏域単位での地域特性および課題 

（２）2023(令和5)年度末までに不足するサービスの基盤整備 

（３）各圏域の現状と今後のサービス見込量 

３  障害福祉サービス等以外の見込量と確保策  

【記載事項（案）】 

国の基本指針に即して、以下の項目について記載する。 

 項目 区分 

（１） 障害児支援 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの

配置人数 

（２） 子ども・子育て支援等 ①保育所 

②認定こども園 

③放課後等児童健全育成事業 

（３） 就労支援 ①就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者の一般就労移行者

数 

②障害者に対する職業訓練の受講者数

③福祉施設から公共職業安定所へ誘導する福祉施設利用者数

④福祉施設から障害者就業・生活支援センターへ誘導する福祉施設利

用者数

⑤公共職業安定所の支援を受けて福祉施設から就職する者の数 

（４） 発達障害者等に対す

る支援 

①発達障害者支援地域協議会の開催回数 

②発達障害者支援センターによる相談件数 

③発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係

機関への助言件数 

④発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部

機関や地域住民への研修、啓発件数 

⑤ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラ

ム等の受講者数 新規

⑥ペアレントメンターの人数 新規

⑦ピアサポートの活動への参加人数 新規

（５） 精神障害にも対応し

た地域包括ケアシス

テムの構築 新規

①保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数 

②保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関係者の参加者数 

③保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定及び評

価の実施回数 

④精神障害者の地域移行支援 

⑤精神障害者の地域定着支援 

⑥精神障害者の共同生活援助 

⑦精神障害者の自立生活援助 

⑧精神病床における退院患者の退院後の行き先 

（６） 相談支援体制の充実・

強化のための取組 

新規

①総合的・専門的な相談支援 

②地域の相談支援体制の強化 

（７） 障害福祉サービスの

質を向上させるため

の取組 新規

①障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 

②障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 

③指導監査結果の関係市町村との共有 
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４  県の地域生活支援事業の実施に関する事項  

【記載事項（案）】 

国通知「地域生活支援事業に係る障害福祉計画の作成について」に即して、以下の地域生活支援事業の

内容、実施に関する考え方について記載する。（見込量については、第8章で記載する。） 

※ 第6期障害福祉計画の策定に合わせて国通知の改定があった場合は、改定後の内容に即して記載す

る。 

 項目 区分 

（１） 専門性の高い相談支

援事業 

①発達障害者支援センター運営事業 

②高次脳機能障害及び関連機能障害支援普及事業 

③障害児等療育支援事業 

④障害者就業・生活支援センター運営事業 

（２） 広域的な支援事業 ①相談支援体制整備事業 

②精神障害者地域生活支援広域調整等事業 

③発達障害者支援地域協議会による体制整備事業 

（３） 専門性の高い意思疎

通支援を行う者の養

成・派遣 

①手話通訳者養成研修事業 

②手話通訳者派遣事業 

③要約筆記者養成研修事業 

④要約筆記者派遣事業 

⑤盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業 

⑥盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 

⑦意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業 

（４） 人材育成等その他の

事業 

①障害支援区分認定調査員等研修事業 

②相談支援従事者等研修事業 

③サービス管理者等研修事業 

④身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業 

⑤視聴覚障害者情報提供施設運営事業 

⑥盲人ホーム事業 

⑦障害者社会参加促進事業 

第８章  目標一覧 【【障害者計画と障害福祉計画（障害児福祉計画）の共通部分】        

【記載事項（案）】 

本計画で定める目標を一覧にし、進行管理に役立てる。 

第5章に係る目標については、国の障害者基本計画の目標に準ずるとともに、県の個別計画とも整合性

を図り設定する。 

【目標の設定（案）】 

関連 項目 
障害者基本計画の 

目標 

県の現状値 

（直近の値） 
本計画の目標 目標の根拠 

第5章3 

市町村の見守りネ

ットワークの人口

カバー率 

(消費者安全確保地

域協議会を設置し

ている人口5万人

以上の市区町数) 

59.1％（12市） 

（2020(令和2)年3月）

85％以上 

（2025(令和7)年3月）

あいち消費者安心

プラン2024 

第5章4 

障害者差別解消法

に基づく対応要領

を策定している市

町村の割合 

100％  

（2022(令和 4)年

度） 

93％ 

（50市町/54市町村）

（2019年4月1日）

100％ 

（2023(令和5)年3月）
なし 

新規

【目標の設定（案）】つづき

関連 項目 
障害者基本計画の 

目標 

県の現状値 

（直近の値） 
本計画の目標 目標の根拠 

第5章4 

障害者差別解消支

援地域協議会を組

織している市町村

の割合 

100％  

（2022(令和4)年度）

85％ 

（46市町村/54市町村）

（2019年4月1日）

100％ 

（2023(令和5)年3月）
なし 

第5章6 

メンタルヘルス対

策に取り組んでい

る事業所の割合 

80％以上 

（2022年度） 

58.3％ 

（2019(平成31)年）
80％ 

あいち仕事と生活

の調和行動 2016-

2020 

第 3 期あいち自殺

対策総合計画 

第5章6 

障害者支援施設及

び障害児入所施設

における定期的な

歯科検診の実施率 

90％ 

（2022年度） 

90.4％ 

（2018(平成29)年度）

100％ 

（2022(令和4)年度）

愛知県歯科口腔保

健基本計画 

第5章7 

障害者就労施設等

が提供する物品・サ

ービスの優先購入

（調達）の実績額 

 前年度比増 

（～2022(令和4)年度）

13,109,333円 

（2018(平成30)年度）

毎年度前年度比増 

（2026(令和8)年度）
なし 

第5章7 

就労継続支援Ｂ型

事業所の月額平均

工賃額 

地方公共団体が作

成する第5期障害福

祉計画等の状況を

踏まえ設定 

16,650円 

（2018(平成30)年度）
計画策定後に設定 愛知県工賃向上計画 

第5章9 
あいちアール・ブリ

ュット展開催回数 
 － 

年間3回 

（サテライト展含む）

（2019(平成31)年度）

毎年度3回実施 

（2026(令和8)年度）
なし 

※ 第6章及び第7章で記載する目標についても、再掲する。 

第９章  計画の推進 【障害者計画と障害福祉計画（障害児福祉計画）の共通部分】        

【記載事項（案）】 

以下の事項を記載する。 

関係者の意見を聞きながら、「次期あいち健康福祉ビジョン」「あいち はぐみんプラン 2020-2024」等、

高齢福祉施策、子育て支援関係施策とも連携・協働して進めていく。 

本計画の推進に当たっては、毎年度、各障害福祉サービスの実施状況、福祉施設等からの地域生活移行

や一般就労への移行などについての状況を把握し、ＰＤＣＡサイクルにより計画の進行管理を的確に行っ

ていく。 
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3.6%

17.9%

35.6%

21.6%

6.9%

14.5%

0% 10% 20% 30% 40%

十分に進んだと思う

かなり進んだと思う

進んだが､さらにﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

(ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ)化が必要だと思う

進んでいないと思う

その他

無回答

(N=1473)

第３章 現状 

 ４ 障害者基礎調査結果 

第５章 各分野における障害者施策の基本的な方向 

１ 安心・安全な生活環境の整備 

【現状・課題】 

○不特定多数が利用する施設・交通機関におけるバリアフリー化 

街（駅・商業施設など）のバリアフリー（ユニバーサルデザイン）化の現状につい

てどう思うか。 

県の障害者施策における優先順位について（上位３つを選択して順位付け） 

1,169 

1,071 

911 

909 

872 

648 

629 

506 

356 

221 

0 500 1000 1500

医療費・福祉サービス利用時の負担の

軽減に関する施策

障害及び障害のある人に対する

一般県民の理解の促進

手当等経済的個人給付の充実

障害福祉サービスの充実のための施策

雇用・就労の促進施策

障害のある子どもの教育・育成に係る施策

災害対策や防犯対策等、

安全・安心に関する施策

差別や虐待など人権擁護に関する施策

バリアフリーの街づくりのための施策

情報・コミュニケーション支援の施策

(N=1473)

（点）

2.1%

13.0%

34.5%

30.1%

6.2%

14.1%

0% 10% 20% 30% 40%

十分に進んだと思う

かなり進んだと思う

進んだが､さらにﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

(ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ)化が必要だと思う

進んでいないと思う

その他

無回答

(N=1473)

歩道などの歩行空間のバリアフリー（ユニバーサルデザイン）化の現状についてど

う思うか 

２ 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

【現状・課題】 

○情報アクセシビリティの整備 

生活上必要な情報の入手手段について 
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希望する情報のバリアフリー化に関する施策について 

３ 防災、防犯等の推進 

 【現状・課題】 

  ○福祉避難所の確保と避難行動要支援者名簿等の整備 

災害時（地震や台風）に不安なことについて

21.0%

17.7%

13.4%

42.3%

46.0%

11.3%

15.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

災害に関する情報を入手できるかわからない

どこに避難してよいかわからない

避難するときに介助や支援をしてくれる人が

いない

避難所（避難場所）が障害のある人に配慮さ

れているかどうか心配である

避難所（避難場所）で必要な支援・医療が受

けられるか心配である

その他

無回答

(N=1473)

必要と感じる災害対策について

 ○障害者の消費者被害の防止 

消費者トラブルを含む、防犯対策として行っている取組み、必要と考える施策 

※ 自由記述をカテゴリー化 
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38.7%
26.2%

14.9%
36.3%

16.2%
18.6%

20.8%
19.2%

8.5%
3.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

学校

仕事場（施設・事業所など）

仕事をさがすとき

外出先

余暇を楽しむとき

バスや電車などの公共交通機関

病院などの医療機関

住んでいる地域

その他

無回答

(N=538)

36.5%

54.2%

9.2%

0% 20% 40% 60%

ある

ない

無回答

(N=1473)

49.8%

43.2%

7.0%

0% 20% 40% 60%

知っている

知らない

無回答

(N=1473)

４ 権利擁護の推進及び行政等における配慮の充実 

【現状・課題】 

○障害者虐待の防止 

○障害を理由とする差別の解消 

障害があるために差別を受けたり、嫌な思いをしたことはあるか。 

差別や嫌な思いをどのような場所で感じたか 

○ 成年後見制度への理解 

成年後見制度を知っているか 

2.4%

91.1%

6.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用している

利用していない

無回答

(N=1473)

7.9%

5.4%

37.3%

41.8%

7.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

利用したい

利用したいが、制度が

よくわからないので、利用しない

利用しない（又は利用する必要がない）

わからない

無回答

(N=1473)

現在、成年後見制度を利用しているか 

今後、成年後見制度を利用したいと思うか 

５ 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

【現状・課題】 

 ○相談支援体制や障害福祉サービス等提供体制の充足 

利用している障害福祉サービスの満足度 
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19.7%

23.9%

12.7%

18.3%

14.1%

2.8%

4.2%

4.2%

0% 10% 20% 30%

１年未満

１年以上３年未満

３年以上５年未満

５年以上１０年未満

１０年以上２０年未満

２０年以上３０年未満

３０年以上

無回答

(N=71)

６ 保健・医療の推進 

【現状・課題】 

○いわゆる社会的入院の解消 

現在、生活している施設・病院で、継続して何年間生活しているか 

○歯科疾患の予防 

健康診断等の受診状況 31.8%

59.1%

9.0%

0% 20% 40% 60% 80%

仕事をしている

仕事をしていない

無回答

(N=1473)

55.6%

37.1%

7.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

仕事をしたことがある

仕事をしたことがない

無回答

(N=1473)

７ 雇用・就業、経済的自立の支援 

【現状・課題】 

○障害者雇用の促進 

○福祉的就労の底上げ 

これまでに仕事をしたことがあるか。（障害等になる前の仕事は除く） 

現在、仕事をしているか。 

どのような仕事をしているか 

34.1%
27.1%

9.6%
2.8%

0.6%
4.3%

11.5%
3.4%

2.3%
4.3%

0% 10% 20% 30% 40%

会社などに勤めている（正社員）

会社などに勤めている(ﾊﾟｰﾄ､ｱﾙﾊﾞｲﾄ､派遣社員)

自営業

家の仕事（家業）の手伝い

家で内職

福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労継続支援A型)で働いている

就労継続支援B型で働いている

生活介護を行っている

その他

無回答

(N=469)
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24.0%

48.3%

24.2%

43.7%

25.8%

20.9%

25.3%

29.9%

15.2%

30.1%

14.3%

5.1%

31.7%

0% 20% 40% 60%

会社などで働くための支援（指導や訓練など）を増やす

こと

障害のことを理解する会社があること

職場に障害に応じた設備があること

職場の人たちが障害のことを理解すること

職場内で相談支援をする人がいること

通勤する方法があること

仕事や職場に慣れるまで、その人の働きやすい環境に

整備して、会社とのやりとりをしてくれる人がいること

就職した後も、困ったときは助けてもらえること

職場以外での、毎日の生活で困ったときは助けてもら

えること

障害者の就労について、積極的に進める職場や地域

が増えること

通勤の手助け（介助等）があること

その他

無回答

(N=1473)

32.0%

22.7%

11.7%

11.2%

6.3%

11.9%

7.1%

3.6%

2.8%

35.4%

0% 10% 20% 30% 40%

体力的に続かないため

体調に波があり、いつも同じようには働けないため

職場の上司や同僚から辞めるように言われたため

（職場に理解がないため）

職場に迷惑をかけているような気がするため

（上司や同僚は何も言わないが）

仕事が分からない、うまくいかないため

職場の上司や同僚と仲良くやれないため

給料が低いため

キャリアアップの為

学校に行くため

その他

（N=607)
離職した理由は何か 

会社などで働く、又は働き続けるためには、どのような配慮が必要と思うか 

８ 教育の振興  

【現状・課題】 

  ○インクルーシブ教育システムの推進 

現在、通学している学校は次のうちどれか 

通学している学校に対し、ニーズに応じた教育や障害に応じた配慮などの点で

満足しているか 
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９ 文化芸術活動・スポーツ等の振興 

 【現状・課題】 

  ○障害者が文化芸術活動・スポーツ等に参加する環境づくり 

文化芸術活動をどの程度の頻度行っているか 

文化芸術活動で作品展や発表会に出たいと思うか 

どの程度の頻度で、運動やスポーツを行っているか  

運動やスポーツを行わない理由はなにか 
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現計画と、第４期愛知県障害者計画と第６期障害福祉計画を一体化した新プランの対比表 

第３期障害者計画（あいち健康福祉ビジョン 2020） 第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画 
第４期愛知県障害者計画と第６期障害福祉計画を一体化した 

新プラン 

第 1章 ビジョン策定の基本的な考え方 第 1章 計画策定の趣旨 第 1章 計画策定の趣旨 

第 2章 計画の基本的な考え方 第 2章 計画の基本的な考え方 

第 2章 健康福祉を取り巻く社会情勢の現状・展望 第 3章 現状 第 3章 現状 

第 3章 めざすべき健康福祉の姿 

        子ども、若者、女性、高齢者、障害のある人など、全ての

人が活躍する「人が輝くあいち」 

第 4章 展望 

１ 2040 年の愛知県の障害福祉施策のめざすべき姿 

２ 施策体系図 

第 4章 施策の方向性と主要な取組（障害者計画のみ抜粋） 第 8章 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児

通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項

第 5章 各分野における障害者施策の基本的な方向 

 課題５ 社会全体で支える環境の整備（安全・安心の確保）   １ 安全・安心な生活環境の整備 

 手話言語・障害者ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ条例制定に基づく追補版 

 （啓発及び学習の機会の確保、人材養成、情報発信等） 

 ５ 手話言語の普及及び障害の特性に応じたｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ手段の利

用の促進 

 ２ 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

 課題５ 社会全体で支える環境の整備（安全・安心の確保）   ３ 防災・防犯等の推進 

 課題５ 社会全体で支える環境の整備（差別の解消及び権利擁

護の推進、社会的バリアの除去等） 

 １ 障害のある人の権利擁護 

 ４ 障害を理由とする差別の解消の推進 

 ４ 権利擁護の推進及び行政等における配慮の充実 

 課題２ 障害のある人の地域生活支援と療育支援 

（地域生活を支える体制の整備、障害のある人やその家

族等が行う活動への支援） 

２ 意思決定支援の促進 

６ 事業所における利用者の安全確保に向けた取組や研修等の

充実 

 ５ 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

課題２ 障害のある人の地域生活支援と療育支援 

（医療・療育支援の充実） 

  ６ 保健・医療の推進 

 課題３ 地域における就労支援の充実   ７ 雇用・就業、経済的自立の支援 

 課題１ 特別支援教育の充実   ８ 教育の振興 

 課題４ 障害のある人の活躍の場の拡大  ３ 芸術文化活動支援による社会参加等の促進  ９ 文化芸術活動・スポーツ等の振興 

第 5章 ライフステージに応じた健康福祉の関わり 

   （第 4章の取組をライフステージ順に図示） 

 第 4 章 地域生活移行等についての成果目標の設定と取組施策 

 １ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 ２ 精神障害にも対応した地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの構築 

 ３ 地域生活拠点等が有する機能の充実 

 ４ 福祉施設から一般就労への移行等 

 ５ 障害児支援の提供体制の整備等 

第 6章 障害福祉計画で定める目標 

 １ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 ２ 精神障害にも対応した地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの構築 

 ３ 地域生活拠点等が有する機能の充実 

 ４ 福祉施設から一般就労への移行等 

 ５ 障害児支援の提供体制の整備等 

 ６ 相談支援体制の充実・強化等 

 ７ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体

制の構築 

第 6章 障害福祉サービス、地域相談支援及び計画相談支援等に

従事する者の確保又は資質向上並びに障害者支援施設の

サービスの質の向上のために講ずる措置 

 第 5 章 障害福祉サービス等の見込量（活動指標）と確保策 第 7章 障害福祉サービス等の見込量（活動指標）と確保策 

（県の地域生活支援事業の実施に関する事項も本章に記載） 第 7章 県の地域生活支援事業の実施に関する事項 

第 8章 成果目標一覧 

第 6章 ビジョンの推進 第 9章 計画の推進 第 9章 計画の推進 

参考資料 

第 5章：国の基本計画に準じ、施策

分野を立て、現計画の重複を整理の

うえ、内容を充実。 

第 8章：成果目標一覧による進捗管理 

第 6章・第 7章：国の基本指針に基づき障害福祉計画、

障害児計画において定めるべき事項を集約。 
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